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セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成29年度第3四半期分)

平成29年9⽉20⽇

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を⾏う中⼩企業者を対象とするセーフティネット保証5号
について、平成29年度第3四半期の指定業種を公表します。

概要

平成29年10⽉1⽇から平成29年12⽉31⽇までのセーフティネット保証5号(以下の別紙1をご覧ください)の対象
業種については、別紙の業種(以下の別紙2をご覧ください)を指定することとします。

参考資料

別紙1︓セーフティネット保証5号の概要(PDF形式︓138KB)

別紙2︓セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年10⽉1⽇〜平成29年12⽉31⽇)(PDF形式︓167KB)
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